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概要 

 
 企業における共通費あるいは間接費の配分の問題はさまざまな形で、特に事業部制とい

う組織形態において繰り返し議論されてきた。吉川(1986)は「1960 年代後半から 70 年代

にかけて、本社費・共通費の配分は今⽇でもなお盛んに議論されている。」と述べている。

事業部制は部分全体最適問題の⼀つとして、園⽥(2014)などによって取り上げられている。

また、同じ部分全体最適問題として、Baumol (1966)が在庫管理を取り上げている。在庫管

理コストは発注コストと保管コストから成り⽴つ。発注部⾨が⾃部⾨のコストのみを考え

た⾏動（部分最適）をとった場合、在庫管理コストが最⼩になるという全体最適は成り⽴た

なくなる。従って、発注部⾨は発注コストと保管コストの合計が最⼩になるような発注量と

発注間隔による発注が求められる。Baumol を含め、在庫管理に関する⽂献の多くは在庫管

理コスト全体を減らすための在庫管理⼿法についてのみ⾔及し、在庫管理コストの配分⽅

法について⾔及している⽂献は⾒当たらなかった。また、吉川(1986)は、共通費は原価計算

対象や経営管理対象に直接跡付けることの出来ない、因果関係の不明確な原価や費⽤の集

合であることから、共通費の公平な配分は不可能であると述べている。 

  そこで、本研究では、(1)在庫管理領域において、コスト配分について⾔及している⽂献

がないこと、(2) 在庫管理コストは、因果関係の不明確な原価や費⽤の集合ではない費⽤で

あると考え、「在庫管理における全体最適化を図りながらの公平なコスト配分法(発注・保管

各部⾨が責任を負うべきコストの配分法)」を提案する。 

 在庫管理コストは発注コストと保管コストから成る。また発注コストと保管コストはト

レードオフの関係にあり、最適発注量(最⼩コスト)が存在する。全体最適化を考える場合、

発注部⾨は在庫管理コストが最⼩になるように発注する。しかし、発注部⾨が⾃部⾨の業績

評価を優先し、全体最適を無視したときには、発注部⾨は発注量を増加させる⾏動を取る。

そのときの増加コストの適切な配分⽅法を考えた。実際の発注量𝑥と最適発注量𝑥"の差は⼩

さいと捉え、在庫管理コストを発注量によるテイラー展開した。1 次近似の項は 0 のため、

2 次近似の項を 1 個当たりペナルティコストとした。2 次近似の項が発注コストのみからな

ること及び業務フロー上、発注部⾨の発注結果に、保管部⾨のコストは依存することから、

ペナルティコストは発注部⾨が負うことが妥当であるとした。しかし、ペナルティコストを

発注コストにそのまま加えてもペナルティコストの影響は⼩さく、最適発注量=最⼩コスト

にはならなかった。そこで、最適発注量からずれたことによる増加コストを発注部⾨に配分

し、逆にそのコストを保管部⾨から減少させることにより、最適発注量=最⼩コストとなる

公平なコスト配分法を提案した。 
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1. はじめに 

 企業における共通費あるいは間接費の配分の問題はさまざまな形で、特に事業部制とい

う組織形態において繰り返し議論されてきた。吉川(1986)は「費⽤配分問題は原価計算や管

理会計、はたまた財務会計の分野にまたがる各種のテーマを含んでいる。特に補助部⾨費の

製造部⾨への配分は⾏列法(matrix methods )をめぐって 1960 年代に多くの研究成果が発表

され、連産品の原価計算や減価償却費の配分、1960 年代後半から 70 年代にかけて、本社

費・共通費の配分は今⽇でもなお盛んに議論されている。」と述べている。事業部制は部分

全体最適問題の⼀つとしても議論され、園⽥(2014)は、「全体最適と部分最適の問題は、企

業グループだけではなく、企業内の組織でも⽣じており、様々な管理会計上のテーマに関連

して問題とされている。(中略)事業部が忌避宣⾔権を持つ場合にも、全社最適と部分最適の

問題が⽣じる。(中略)他事業部の利益が⼩さくなったとしても、⾃事業部の利益を増加させ

る⾏動を取りうる権利を忌避宣⾔権という」と述べている。また、同じ部分全体最適問題と

して、Baumol (1966)が在庫管理を取り上げている。在庫管理コストは発注コストと保管コ

ストから成り⽴つ。発注部⾨が⾃部⾨のコストのみを考えた⾏動（部分最適）をとった場合、

在庫管理コストが最⼩になるという全体最適は成り⽴たなくなる。従って、発注部⾨は発注

コストと保管コストの合計が最⼩になるような発注量と発注間隔による発注が求められる。

Baumol を含め、在庫管理に関する⽂献の多くは在庫管理コスト全体を減らすための在庫管

理⼿法についてのみ⾔及し、在庫管理コストの配分⽅法について⾔及している⽂献は⾒当

たらなかった。また、吉川(1986)は、共通費は原価計算対象や経営管理対象に直接跡付ける

ことの出来ない、因果関係の不明確な原価や費⽤の集合であることから、共通費の公平な配

分は不可能であると述べている。 

  そこで、本研究では、(1)在庫管理領域において、コスト配分について⾔及している⽂献

がないこと、(2) 在庫管理コストは、因果関係の不明確な原価や費⽤の集合ではない費⽤で

あると考え、「在庫管理における全体最適化を図りながらの公平なコスト配分法(発注・保管

各部⾨が責任を負うべきコストの配分法)」を提案する。 
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2. コストの配分⽅法 

2.1 在庫管理モデル 
 本研究では、宮川(1970)の定期発注⽅式のモデルおよび数値を⽤いて、⽬的のコスト配分

法を考える。各パラメータを、𝐷：年間需要、𝐶%：発注コスト/回、𝐶&：保管コスト、C：単

価、ω：安全在庫量、x：発注数量と表すとき、在庫管理のトータルコスト（TC：Total Cost）

は以下の様に表される。第１項が発注コスト、第２・３項が安全・通常保管コストである。 

 

   𝑇𝐶 = +,-
.
+ 𝐶&Cω + ,0,.

1
  (1) 

 

発注コストと保管コストはトレードオフの関係にあり、最適発注量(最⼩コスト)が存在する 

(図１)。 

 
図１：最適発注数量と在庫管理コスト  

 

2.2 ペナルティコストの定義 
 全体最適化を考える場合、発注部⾨は在庫管理コストが最⼩になるように発注する。し

かし、発注部⾨と保管部⾨とが分かれていることを前提とした場合、必ずしも全体最適化

にはならない。発注部⾨が⾃部⾨の業績評価を優先し、全体最適を無視したときには、発

注部⾨は発注量を増加させる⾏動を取る(図２)。 
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図２：在庫管理コストが最⼩コストからずれる場合 

  

このとき発⽣した増加コストの負担配分を考える。この点について、(ア)増加コストの定

義、(イ)負担配分の 2 点から考える。以下において、負担されるコストをペナルティコス

ト(PC：Penalty Cost)とする。 

(ア) 増加コストについては以下の 3 つの観点から 

は実際の発注量𝑥と最適発注量𝑥"の差は⼩さいと捉え、 (1)式を発注量 x によるテイラー展

開をする。 

 

𝑇𝐶 𝑥 = 𝑇𝐶 𝑥" + 𝑇𝐶′ 𝑥" 𝑥 − 𝑥" + 4,55 .6
1

𝑥 − 𝑥" 1+ 4,555 .6
7

𝑥 − 𝑥" 8… (2) 

 

𝑇𝐶′ 𝑥" は 0 のため、第 3 項をペナルティコストとする。 

 

      𝑃𝐶 = 4,55 .6
1

𝑥 − 𝑥" 1 = 1+,-.6:;

1
𝑥 − 𝑥" 1 = +,-

.6;
𝑥 − 𝑥" 1  (3) 

 

(3)式のパラメータ𝐶%と𝑥は、発注部⾨のみがコントールできるため、ペナルティコストは

発注部⾨が負担することが妥当である。ペナルティコストを発注部⾨のみに負担させるこ

とが妥当かどうか実際の業務フローからも確認する(図 3) (淺⽥ 2004)。 
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図 3：在庫管理業務フロー((淺⽥ 2004)を基に作成) 

業務フロー上、発注部⾨が最適発注からのずれによるペナルティコストを負担することは

妥当である。発注部⾨の発注結果に、保管部⾨のコストは依存する。従って、業務フローの

観点からも、発注部⾨が最適発注からのずれによるペナルティコストを負担することは妥

当、即ち公平である。 

3. 「公平な配分」と全体最適化 

3.1「公平な配分」 
 2.2 で導き出したペナルティコストを発注コスト(OC：Order Cost)、保管コスト(SC：

Storage Cost)に配分する。しかし、発注コストにペナルティコスト加えてもペナルティコス

トの影響は⼩さく、発注コストにおいては、最適発注量=最⼩コストにはならない(図 4)。 
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図 4：従来の OC と PC を加えた OC  

2.において、発注コストだけでなく保管コストも発注部⾨がドライバーになっていることか

ら、在庫管理コストそのものが発注部⾨に依存することを確認した。即ち「最適発注量＝最

⼩コスト」という関係が発注部⾨においても在庫管理コストにおいても成り⽴つコスト配

分(全体最適化)を「公平な配分」と呼ぶことになる。従って、本研究の在庫管理における「公

平な配分」とは(ア)ペナルティコストを発注部⾨に負担させるだけでなく、(イ)発注部⾨が

最適発注量を超えた発注をした場合における、最適発注量から減少する発注コストをプラ

スのコストとして発注部⾨に負担させることを「公平な配分」とする。 

 

3.2 コストモデル 
 3.1(ア)・(イ)の通り、最適発注量による最⼩コストに、最適発注量からずれたことによる

増加発注コスト＋ペナルティコストを発注部⾨に配分し、逆にそのコストを保管部⾨から

減少させることにより、「最適発注量=最⼩コスト」となる公平なコスト配分法を提案する。 

𝑂𝐶 = +,-
.6
+ +,-

.6
− (+,-

.
+ +,-

.6;
𝑥 − 𝑥" 1)   (4) 

𝐶&𝐶𝜔 +
,0,.
1
− +,-

.6;
𝑥-𝑥" 1               	 (𝑥 ≤ 𝑥")      

𝐶&𝐶𝜔 +
,0,.
1
− 2 +,-

.6
− +,-

.
+ +,-

.6;
𝑥 − 𝑥" 1 − +,-

.6;
𝑥 − 𝑥" 1					(𝑥 ≥ 𝑥")	

 

 

𝑆𝐶 = (5) 
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(4)式は、「最適発注量＝最⼩コスト」という関係が発注コストにおいて成り⽴たたせるため

に、最適発注量(=最⼩コスト)を基準に、そこからずれた発注をした場合の額を最⼩コスト

にプラスすることで、発注コストにおいて「最適発注量＝最⼩コスト」という関係が成り⽴

つモデルである。保管コストにおいて最適発注量を超える場合、ペナルティコストを加える

だけではなく、マイナスからプラスへ逆転した発注コストとペナルティコストを⾜し合わ

せた額が発注部⾨の実際コストと(4)式の差額となる。宮川(1970)を例に取る場合、実際発

注量 433 の場合の実際コスト(AC)4,619 と(4)式のコスト(CC)6,851 の差額 2,322 の中⾝

は、①	2 +,-
.6
− +,-

.
+ +,-

.6;
𝑥 − 𝑥" 1 = 845×2、② +,-

.6;
𝑥 − 𝑥" 1 = 	542となる(図５)。 

 

 

図 5：最適発注量 333、実際発注量 433 の場合の差額 

前述の通り、発注コストが最⼩となるとき、在庫管理コストも最⼩となればよい。(1)式の

コストと発注数量の関係と(4)式のコストと発注数量の関係を⽐較すると、同じ発注数量の

ときに(1)式、(4)式共に最⼩コストになっている (図 6)。 
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図 6：各コストと発注数量の関係  

 

従って、提案するコスト配分の⽅法を使えば、全体最適化を図りつつ、業務フロー上の公平

さも確保することができる。 

  

4. おわりに 

 本研究では、テイラー展開を⽤いたペナルティコストを各部⾨に配分することで、全体最

適化を図った。ペナルティコストを発注部⾨に負担させるだけでは、発注部⾨が最適発注量

を超える発注をした場合、全体最適化が図られなかった。しかし、最適発注量(=最⼩コス

ト)を基準に、そこからずれた発注をした場合の額を最⼩コストにプラスすることで、発注

コストにおいて「最適発注量＝最⼩コスト」という関係が成り⽴たたせ、保管コストは実際

発注コストと(4)式の差額を差し引くことによって、全体最適化を図りつつ、業務フロー上

の公平さも確保することができる配分法を提案した。また、(4)式・(5)式のモデルの利点と

して、管理会計上の数値と財務会計上の数値を⼀致していることがあげられる。このことに

よって、財務会計数値への再計算を必要としない、管理会計数値による業績評価を⾏うこと

ができる。 

 今後の発展として、他のパラメータが変化したときの配分法についても考える余地があ

る。また、在庫管理以外の部分全体最適問題、例えばサプライチェーンマネジメントのよう

な事例についても、今回のモデルを参考に考えていきたい。 
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